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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピューターに搭載され、前記コンピューターに接続されたプリンターを制御して媒
体に印刷をさせるプリンタードライバーにおいて、
　アプリケーションソフトウェアから第１のバーコードを印刷するデータ部分を含む印刷
用のデータを受け取る受信部と、
　前記印刷用のデータから前記データ部分を抽出する抽出部と、
　前記データ部分を前記第１のバーコードの規格に基づきデコードして、バーコード情報
として取得する情報取得部と、
　前記バーコード情報を、前記第１のバーコードの規格と比較して印刷領域の高さ寸法が
小さい別の規格の第２のバーコードにエンコードして、前記第２のバーコードを印刷する
バーコードデータを生成するバーコードデータ生成部と、
　前記バーコードデータに基づき前記プリンターが印刷可能な印刷データを生成する印刷
データ生成部と、
　前記印刷データを前記プリンターに送信する送信部と、
　を備えるプリンタードライバー。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記バーコードデータ生成部は異なる複数のバーコード規格情報を有するテーブルを備
え、前記テーブルを参照して前記別の規格の第２のバーコードを生成することを特徴とす
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るプリンタードライバー。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記媒体は、ロール紙から繰り出される長尺状の記録紙であり、前記印刷領域の高さ方
向は前記ロール紙の長尺となる方向に対応することを特徴とするプリンタードライバー。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項において、
　通常モード、及び、前記媒体を節約する節約モードに設定可能な動作モード設定部をさ
らに備え、
　前記節約モードに設定されているとき、前記バーコードデータ生成部は前記第２のバー
コードを印刷するバーコードデータを生成することを特徴とするプリンタードライバー。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項において、
　前記第１のバーコードは、１次元バーコード、または、２次元バーコードであり、前記
第２のバーコードは、前記第１のバーコードよりも印刷領域の高さ寸法が小さく、前記２
次元バーコードの規格とは別の規格の２次元バーコードであることを特徴とするプリンタ
ードライバー。
【請求項６】
　アプリケーションソフトウェアから第１のバーコードを印刷するデータ部分を含む印刷
用のデータを受け取り、
　前記印刷用のデータから前記データ部分を抽出し、
　前記データ部分を前記第１のバーコードの規格に基づきデコードして、バーコード情報
として取得し、
　前記バーコード情報を、前記第１のバーコードの規格と比較して印刷領域の高さ寸法が
小さい別の規格の第２のバーコードにエンコードして、前記第２のバーコードを印刷する
バーコードデータを生成し、
　前記バーコードデータに基づきプリンターが印刷可能な印刷データを生成し、
　前記印刷データを前記プリンターによって媒体に印刷することを特徴とする印刷方法。
【請求項７】
　請求項６において、
　異なる複数のバーコード規格情報を有するテーブルを参照して前記別の規格の第２のバ
ーコードを生成することを特徴とする印刷方法。
【請求項８】
　請求項６または７において、
　前記媒体はロール紙から繰り出される長尺状の記録紙であり、前記印刷領域の高さ方向
は前記ロール紙の長尺となる方向に対応することを特徴とする印刷方法。
【請求項９】
　請求項６から８のいずれか１項において、
　通常モードと、前記媒体を節約する節約モードに設定可能であり、
　前記節約モードに設定されているとき、前記第２のバーコードを印刷するバーコードデ
ータを生成することを特徴とする印刷方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリンターを駆動して媒体にバーコードを印刷するプリンタードライバーお
よび印刷方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　バーコードを印刷するデータ部分を含む印刷用のデータを受信したときに、当該データ
のデータ部分に補正を施して印刷を行う画像形成装置は特許文献１に記載されている。同
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文献では、印刷用のデータからビットマップ形式の画像データを生成し、パターンマッチ
ングなどの手法によって画像データからバーコードを印刷するデータ部分を取得する。そ
して、このデータ部分にバーコードの画質を維持するための補正を施す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－９８４８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　データを印刷する際にバーコードを印刷するデータ部分を抽出し、このデータ部分に加
工を施すことってバーコードを縮小して印刷するようにすれば、当該データの印刷領域を
削減できる。印刷領域を削減できれば、かかるデータをロール紙から繰り出される長尺状
の記録紙に印刷を施す場合などに記録紙を節約することができる。しかし、バーコードを
縮小して印刷すると、滲みなどが発生して、バーコードの読取り精度が低下する可能性が
ある。
【０００５】
　本発明の課題は、このような問題に鑑みて、バーコードを縮小して印刷することなく、
バーコードを印刷するデータ部分を含む印刷用のデータの印刷領域を削減するプリンター
ドライバーおよび印刷方法を提案することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、本発明は、コンピューターで動作して当該コンピュータ
ーに接続されたプリンターを動作させて媒体に印刷を行うプリンタードライバーにおいて
、前記コンピューターを、バーコードを印刷するデータ部分を含む印刷用のデータを受け
取る受信部と、前記データから前記データ部分を抽出する抽出部と、前記データ部分に基
づいて前記バーコードをデコードして当該バーコードが有するバーコード情報を取得する
情報取得部と、前記バーコード情報を、前記バーコードと比較して印刷領域の高さ寸法が
小さい別の規格の第２のバーコードにエンコードして当該第２のバーコードを印刷するバ
ーコードデータを生成するバーコードデータ生成部と、前記データにおける前記データ部
分を前記バーコードデータで置換した印刷データを生成する印刷データ生成部と、前記印
刷データを前記プリンターに送信する送信部と、に機能させることを特徴とする。
【０００７】
　本発明のプリンタードライバーは、印刷用のデータにおけるバーコードを印刷するデー
タ部分を、印刷領域の高さ寸法が小さい別の規格の第２のバーコードを印刷するバーコー
ドデータに置換して印刷データを生成する。そして、プリンタードライバーは、この印刷
データをプリンターに送信して当該プリンターに印刷させる。本発明によれば、バーコー
ドを、印刷領域の高さ寸法が小さい別の規格の第２のバーコードに変換して印刷するので
、同一規格のバーコードを縮小して印刷する場合と比較して、読取り精度が低下すること
を抑制しながらデータの印刷領域を削減できる。
【０００８】
　本発明において、印刷用のデータによって印刷されるバーコードを印刷領域の小さい第
２のバーコードに変換するためには、前記バーコードデータ生成部は、前記バーコードの
規格に基づいて前記別の規格を設定するものとすることができる。
【０００９】
　本発明において、前記媒体は、ロール紙から繰り出される長尺状の記録紙とすることが
できる。このようにすれば、データの印刷領域の削減によって記録紙を節約できる。
【００１０】
　次に、本発明の印刷方法は、バーコードを印刷するデータ部分を含む印刷用のデータを
受け取り、前記データから前記データ部分を抽出し、前記データ部分に基づいて前記バー
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コードをデコードして当該バーコードが有するバーコード情報を取得し、前記バーコード
情報を、前記バーコードと比較して印刷領域の高さ寸法が小さい別の規格の第２のバーコ
ードにエンコードして当該第２のバーコードを印刷するバーコードデータを生成し、前記
データにおける前記データ部分を前記バーコードデータで置換した印刷データを生成し、
前記印刷データをプリンターによって印刷することを特徴とする。
【００１１】
　本発明によれば、バーコードを印刷するデータ部分を含む印刷用のデータを印刷する際
に、バーコードを、印刷領域の高さ寸法が小さい別の規格の第２のバーコードに変換して
、印刷する。従って、同一規格のバーコードを縮小して印刷する場合と比較して、読取り
精度が低下することを抑制しながら、データの印刷領域を削減できる。
【００１２】
　本発明において、印刷用のデータによって印刷されるバーコードを印刷領域の小さい第
２のバーコードに変換するためには、前記データ部分に基づいて前記バーコードの規格を
取得するとともに当該規格に基づいて前記別の規格を設定するものとすることができる。
【００１３】
　本発明において、前記第２の印刷データをロール紙から繰り出される長尺状の記録紙に
印刷するものとすることができる。このようにすれば、データの印刷領域の削減によって
記録紙を節約できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明を適用した印刷システムの概略システム構成図である。
【図２】図１の印刷システムによる印刷動作のフローチャートである。
【図３】印刷結果の説明図である。
【図４】印刷結果の別の例の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、図面を参照して、本発明を適用した印刷システムを説明する。
【００１６】
（全体構成）
　図１は本発明を適用した印刷システムの概略システム構成図である。本例の印刷システ
ム１は、コンピューター２と、コンピューター２と通信可能に接続されたプリンター３を
有する。コンピューター２はＣＰＵおよびＲＯＭ、ＲＡＭなどのメモリーを備える制御部
５を有する。制御部５はオペレーティングシステム（ＯＳ）の動作によりＯＳ動作部６と
して機能している。また、制御部５はアプリケーションソフトウエアの動作によりアプリ
ケーション動作部７として機能している。さらに、プリンタードライバーの動作によりド
ライバー動作部８として機能している。
【００１７】
　アプリケーション動作部７は、第１バーコードを印刷するデータ部分を含む印刷用のア
プリケーションデータ（印刷用のデータ）を生成する。ドライバー動作部８は、ＯＳ動作
部６を介してアプリケーション動作部７からアプリケーションデータを受信する。また、
ドライバー動作部８は、アプリケーションデータに基づいて印刷データを生成し、生成し
た印刷データをプリンター３に送信する。
【００１８】
　プリンター３は、ロール紙１０から繰り出される長尺状の記録紙１１に印刷を施すロー
ル紙プリンターである。プリンター３はコンピューター２から印刷データを受信すると、
印刷ヘッド１５による印刷位置を経由するように記録紙１１を搬送して、印刷位置を通過
する記録紙１１に印刷ヘッド１５により印刷を施す。
【００１９】
（プリンタードライバー動作部）
　図１に示すように、ドライバー動作部８は、動作モード設定部２１、データ受信部２２
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、データ部分抽出部２３、情報取得部２４、バーコードデータ生成部２５、印刷データ生
成部２６、印刷データ送信部２７を備える。
【００２０】
　動作モード設定部２１は、印刷システム１の動作モードを通常モードと記録紙節約モー
ドの間で切り換える。動作モード設定部２１は、コンピューター２のディスプレイ（不図
示）に動作モード設定用のダイアログボックスを表示して、オペレーターから動作モード
を設定する動作モード設定情報が入力されるのを待つ。そして、動作モード設定部２１は
、入力された動作モード設定情報をメモリー３１に記憶保持し、これにより印刷システム
１の動作モードをオペレーターにより選択された動作モードに設定する。
【００２１】
　ここで、通常モードは、印刷システム１によってアプリケーションデータに含まれる第
１バーコードＢ１（図３（ｂ）参照）をそのまま印刷する動作モードである。一方の記録
紙節約モードは、印刷システム１によってアプリケーションデータに含まれる第１バーコ
ードＢ１を、当該第１バーコードＢ１と比較して印刷領域の高さ寸法が小さい別の規格の
第２バーコード（第２のバーコード）Ｂ２（図３（ａ）参照）に変換して印刷する動作モ
ードである。
【００２２】
　データ受信部２２は、ＯＳ動作部６を介してアプリケーション動作部７からアプリケー
ションデータを受信する。また、データ受信部２２は、受信したアプリケーションデータ
を、印刷データ生成用のページメモリー３２に２次元的に展開する。ページメモリー３２
に展開されたアプリケーションデータの展開データは、アプリケーションデータを印刷し
た印刷結果の画像イメージに対応する。
【００２３】
　データ部分抽出部２３は、印刷システム１を記録紙節約モードに設定する動作モード設
定情報がメモリー３１に記憶保持されている場合に（印刷システム１が記録紙節約モード
に設定された場合に）、アプリケーションデータから第１バーコードＢ１を印刷するデー
タ部分を抽出する。より具体的には、データ部分抽出部２３は、バーコードの各規格と、
パターンマッチングを行なうための複数のパターンデータのそれぞれとを対応付けた形態
のバーコード識別用情報テーブル３３を備えており、ページメモリー３２に展開された展
開データと複数のパターンデータとの間でパターンマッチングを行い、展開データから第
１バーコードＢ１を印刷するデータ部分を抽出する。また、データ部分抽出部２３は、こ
のデータ部分の抽出とともに、第１バーコードＢ１の規格を取得する。
【００２４】
　ここで、アプリケーションデータに含まれるバーコードとしては、ＵＰＣ－Ａ、ＪＡＮ
１３、ＩＴＦ、Ｃｏｄｅ３９、ＧＳ１－１２８、ＧＳ１　ＤａｔａＢａｒ　Ｅｘｐａｎｄ
ｅｄなどの規格の１次元バーコードある。また、アプリケーションデータに含まれるバー
コードとしては、ＰＤＦ４１７、ＱＲＣｏｄｅ、ＭａｘｉＣｏｄｅ、ＧＳ１　ＤａｔａＢ
ａｒ　Ｅｘｐａｎｄｅｄ　Ｓｔａｃｋｅｄなどの規格の２次元バーコードがある。本例で
は、バーコード識別用情報テーブル３３に、これらの規格のそれぞれのデータ部分を識別
するためのパターンデータを記憶保持している。
【００２５】
　情報取得部２４は、展開データから第１バーコードＢ１を印刷するデータ部分が抽出さ
れると、データ部分に基づいて第１バーコードＢ１をデコードし、第１バーコードＢ１が
有するバーコード情報を取得する。すなわち、データ部分抽出部２３が取得した第１バー
コードＢ１の規格および展開データにおける第２バーコードＢ２を印刷するデータ部分に
基づいてバーコード情報を取得する。
【００２６】
　バーコードデータ生成部２５は、規格の異なる複数種類のバーコードの相互間における
印刷領域の高さ寸法の大小関係を対応付けたバーコード規格選択用情報テーブル３４を備
える。バーコードデータ生成部２５は、バーコード情報が取得されると、データ部分抽出
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部２３が取得した第１バーコードＢ１の規格に基づいてバーコード規格選択用情報テーブ
ル３４を参照し、第１バーコードＢ１と比較して印刷領域の高さ寸法が小さい別の規格を
選択する。また、バーコードデータ生成部２５は、バーコード情報を選択された規格の第
２バーコードＢ２にエンコードして、当該第２バーコードＢ２を印刷するバーコードデー
タを生成する。バーコードデータは、第２バーコードＢ２の画像イメージに対応するデー
タであり、ページメモリー３２に展開可能なデータである。
【００２７】
　ここで、バーコード規格選択用情報テーブル３４には、例えば、ＵＰＣ－Ａ、ＪＡＮ１
３、ＩＴＦ、Ｃｏｄｅ３９、ＧＳ１－１２８、ＧＳ１　ＤａｔａＢａｒ　Ｅｘｐａｎｄｅ
ｄなどの各規格の１次元バーコードの印刷領域の高さ寸法よりも、ＰＤＦ４１７やＱＲＣ
ｏｄｅなどの各規格の２次元バーコードの印刷領域の高さ寸法が小さいという情報が記録
保持されている。また、バーコード規格選択用情報テーブル３４には、ＭａｘｉＣｏｄｅ
、ＧＳ１　ＤａｔａＢａｒ　Ｅｘｐａｎｄｅｄ　Ｓｔａｃｋｅｄなどの規格の２次元バー
コードの印刷領域の高さ寸法よりも、ＰＤＦ４１７、ＱＲＣｏｄｅなどの規格の２次元バ
ーコードの印刷領域の高さ寸法が小さいという情報が記録保持されている。
【００２８】
　印刷データ生成部２６は、印刷システム１の動作モードが記録紙節約モードに設定され
ている場合に、バーコードデータ生成部２５によりバーコードデータが生成されると、ペ
ージメモリー３２に展開されている展開データにおける第１バーコードＢ１を印刷するデ
ータ部分をバーコードデータで置換して、これを印刷データとする。また、印刷データ生
成部２６は、印刷システム１の動作モードが通常モードに設定されている場合には、展開
データを印刷データとする。
【００２９】
　ここで、ページメモリー３２上で第１バーコードＢ１を印刷するデータ部分をバーコー
ドデータで置換すると、バーコードを印刷するデータ部分のデータ領域（第２バーコード
Ｂ２の画像イメージの高さ）が、置換前のバーコードを印刷するデータ部分のデータ領域
（第１バーコードＢ１の画像イメージの高さ）よりも小さくなる。また、ページメモリー
３２上に第１バーコードＢ１を印刷するデータ部分よりも後側にテキストや画像を印刷す
るデータ部分が存在している場合には、バーコードを印刷するデータ部分のデータ領域が
小さくなった分だけ、このデータ部分がページメモリー３２上で前方に詰められる。従っ
て、置換後の展開データは、置換前の展開データと比較して、それを印刷した場合の印刷
領域の長さ寸法が短縮されたものとなる。
【００３０】
　印刷データ送信部２７は、印刷データ生成部２６によって印刷データが生成されると、
この印刷データをプリンター３に送信する。
【００３１】
（印刷動作）
　次に、図２を参照して印刷システム１の印刷動作を説明する。図２は印刷システム１に
よる印刷動作のフローチャートである。図３（ａ）は記録紙節約モードにおける印刷結果
を示し、図３（ｂ）は通常モードにおける印刷結果を示す。本例では、オペレーターによ
って、予め、印刷システム１の動作モードが通常モードまたは記録紙節約モードに設定さ
れているものとする。
【００３２】
　図２に示すように、アプリケーション動作部７から印刷用のアプリケーションデータが
出力されると（ステップＳＴ１）、ドライバー動作部８のデータ受信部２２は、ＯＳ動作
部６を介してアプリケーションデータを受け取る。また、データ受信部２２は、アプリケ
ーションデータをページメモリー３２に展開して、展開データを生成する（ステップＳＴ
２）。
【００３３】
　ここで、印刷システム１の動作モードが記録紙節約モードに設定されている場合には（
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ステップＳＴ３：Ｙｅｓ）、データ部分抽出部２３は、アプリケーションデータの展開デ
ータから第１バーコードＢ１を印刷するデータ部分を抽出するとともに、第１バーコード
Ｂ１の規格を取得する（ステップＳＴ４）。本例では、第１バーコードＢ１の規格はＪＡ
Ｎ１３である。
【００３４】
　データ部分が抽出されると、情報取得部２４は、抽出されたデータ部分と第１バーコー
ドＢ１の規格に基づいて第１バーコードＢ１をデコードして、第１バーコードＢ１が有す
るバーコード情報を取得する（ステップＳＴ５）。
【００３５】
　バーコード情報が取得されると、バーコードデータ生成部２５は、第１バーコードＢ１
の規格に基づいてバーコード規格選択用情報テーブル３４を参照し、第１バーコードＢ１
と比較して印刷領域の高さ寸法が小さい別の規格を選択する。本例では、別の規格として
、ＰＤＦ４１７が選択される。また、バーコードデータ生成部２５は、バーコード情報を
選択した規格の第２バーコードＢ２にエンコードして、当該第２バーコードＢ２を印刷す
るバーコードデータを生成する（ステップＳＴ６）。
【００３６】
　バーコードデータが生成されると、印刷データ生成部２６は、展開データにおける第１
バーコードＢ１を印刷するデータ部分をバーコードデータで置換した印刷データを生成す
る（ステップＳＴ７）。印刷データが生成されると、印刷データ送信部２７は印刷データ
をプリンター３に送信する（ステップＳＴ８）。プリンター３は、印刷データを受信する
と、当該印刷データを記録紙１１に印刷する（ステップＳＴ９）。この場合における印刷
結果は、図３（ａ）に示すものとなる。
【００３７】
　ここで、印刷システム１の動作モードが通常モードに設定されている場合には（ステッ
プＳＴ３：Ｎｏ）、印刷データ生成部２６は展開データを印刷データとする（ステップＳ
Ｔ１０）。印刷データが生成されると、印刷データ送信部２７は印刷データをプリンター
３に送信する（ステップＳＴ８）。プリンター３は、印刷データを受信すると、当該印刷
データを記録紙１１に印刷する（ステップＳＴ９）。この場合における印刷結果は、図３
（ｂ）に示すものとなる。
【００３８】
　記録紙節約モードでは、図３（ａ）に示すように、第２バーコードＢ２（ＰＤＦ４１７
）の記録紙上下方向における印刷領域の高さ寸法Ｂ２Ｈが、通常モードで印刷した場合の
第１バーコードＢ１（ＪＡＮ１３）の記録紙上下方向における印刷領域の高さ寸法Ｂ１Ｈ
よりも小さくなる。従って、記録紙節約モードでは記録紙上下方向における印刷データの
印刷領域の高さ寸法（印刷領域の長さ）が短縮される。よって、記録紙１１を節約できる
。また、印刷するバーコードの規格を変更してバーコードの印刷領域の高さ寸法を短くし
ているので、バーコードを縮小して印刷することによりバーコードの印刷領域の高さ寸法
を短くする場合と比較して、バーコードの読み取り精度が低下することがない。
【００３９】
　次に、アプリケーションデータに含まれる第１バーコードの規格がＭａｘｉＣｏｄｅの
場合を説明する。図４（ａ）はこの場合の記録紙節約モードにおける印刷結果を示し、図
４（ｂ）はこの場合の通常モードにおける印刷結果を示す。
【００４０】
　アプリケーションデータに含まれる第１バーコードの規格がＭａｘｉＣｏｄｅの場合に
おいて、印刷システム１の動作モードが記録紙節約モードに設定されているときには、図
２に示すステップＳＴ６において、ドライバー動作部８は、第１バーコードＢ１と比較し
て印刷領域の高さ寸法が小さい別の規格としてＱＲＣｏｄｅを選択する。従って、ドライ
バー動作部８は、ＱＲＣｏｄｅの第２バーコードを印刷するバーコードデータを生成する
とともに、展開データにおける第１バーコードＢ１を印刷するデータ部分をバーコードデ
ータで置換した印刷データを生成して、この印刷データをプリンター３に送信する（ステ
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ップＳＴ７～ステップＳＴ８）。プリンター３は、印刷データを受信すると、当該印刷デ
ータを記録紙１１に印刷する（ステップＳＴ９）。この場合における印刷結果は、図４（
ａ）に示すものとなる。
【００４１】
　アプリケーションデータに含まれる第１バーコードの規格がＭａｘｉＣｏｄｅの場合に
おいて、印刷システム１の動作モードが通常モードに設定されているときには、ドライバ
ー動作部８は、展開データから印刷データを生成して、この印刷データをプリンター３に
送信する（ステップＳＴ２、ステップＳＴ１０、ステップＳＴ８）。プリンター３は、印
刷データを受信すると、当該印刷データを記録紙１１に印刷する（ステップＳＴ９）。こ
の場合における印刷結果は、図４（ｂ）に示すものとなる。
【００４２】
　記録紙節約モードでは、図４（ａ）に示すように、第２バーコードＢ２（ＱＲＣｏｄｅ
）の記録紙上下方向における印刷領域の高さ寸法Ｂ２Ｈが、通常モードで印刷した場合の
第１バーコードＢ１（ＭａｘｉＣｏｄｅ）の記録紙上下方向における印刷領域の高さ寸法
Ｂ１Ｈよりも小さくなる。従って、記録紙節約モードでは印刷データの印刷領域の高さ寸
法（印刷領域の長さ）が短縮される。よって、記録紙１１を節約できる。また、印刷する
バーコードの規格を変更してバーコードの印刷幅を狭くしているので、バーコードを縮小
して印刷することによりバーコードの印刷幅を狭くする場合と比較して、バーコードの読
み取り精度が低下することがない。
【００４３】
（その他の実施の形態）
　動作モード設定部２１、データ受信部２２、データ部分抽出部２３、情報取得部２４、
バーコードデータ生成部２５、および、印刷データ生成部２６は、プリンター３に設けら
れていてもよい。この場合には、プリンタードライバー動作部８は、アプリケーションデ
ータをコンピューター２からプリンター３に送信し、プリンター３の側で、アプリケーシ
ョンデータにおける第１バーコードＢ１を印刷するデータ部分を、印刷領域の高さ寸法が
小さい別の規格の第２のバーコードを印刷するバーコードデータに置換して印刷データを
生成する。そして、この印刷データをプリンター３で印刷する。
【符号の説明】
【００４４】
１・・印刷システム、２・・コンピューター、３・・プリンター、５・・コンピューター
の制御部、６・・ＯＳ動作部、７・・アプリケーション動作部、８・・ドライバー動作部
、１０・・ロール紙、１１・・記録紙、１５・・印刷ヘッド、２１・・動作モード設定部
、２２・・データ受信部、２３・・データ部分抽出部、２４・・情報取得部、２５・・バ
ーコードデータ生成部、２６・・印刷データ生成部、２７・・印刷データ送信部、３１・
・メモリー、３２・・ページメモリー、３３・・バーコード識別用情報テーブル、３４・
・バーコード規格選択用情報テーブル、Ｂ１・・第１バーコード、Ｂ１Ｈ・・第１バーコ
ードの印刷領域の高さ寸法、Ｂ２・・第２バーコード、Ｂ２Ｈ・・第２バーコードの印刷
領域の高さ寸法
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